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名

称

所

在

地

施
設
の
種
類

指

定

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
き
わ

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
水
木
字
浅
田
九
五

介
護
老
人
福
祉
施
設

平
成
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宅
介
護
事
業
者
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宅
介
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所

名
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た
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宅
介
護

事
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種

類

名

称

所

在
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指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
七
峰
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弘
前
市
大
字
下
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銀
町
二
一
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訪
問
介
護

山
郷
館
訪
問

介
護
セ
ン
タ

ー

弘
前
市
大
字
大
久

保
字
西
田
九
二
の

三

平
成
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･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
同
伸
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
二
の

一

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

あ
ん
ず
の
里

小
規
模
多
機

能
ホ
ー
ム
お

り
あ
い

八
戸
市
大
字
鮫
町

字
居
合
六
の
三
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･
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医
療
法
人
社

団
清
泉
会

五
所
川
原
市
字
芭

蕉
一
八
の
四

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

結

五
所
川
原
市
字
芭

蕉
一
八
の
四

〃
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青
森
県
告
示
第
三
百
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
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知
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百
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十
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の
二
第
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項
に
お
い
て
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用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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福
祉
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和
田
市
東
二
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ー
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業
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市
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居

林
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雷
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護
予
防
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護

ヘ
ル
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ス
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ー
シ
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ン

ポ
ラ
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八
戸
市
大
字
中
居
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字
雷
一
三
の
一
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社
会
福
祉
法

人
同
伸
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
二
の

一

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
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護

あ
ん
ず
の
里

小
規
模
多
機

能
ホ
ー
ム
お

り
あ
い

八
戸
市
大
字
鮫
町

字
居
合
六
の
三

��

･
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医
療
法
人
社

団
清
泉
会

五
所
川
原
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芭

蕉
一
八
の
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介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

結

五
所
川
原
市
字
芭

蕉
一
八
の
四

〃

社
会
福
祉
法

人
桜
木
会

む
つ
市
桜
木
町
一

三
の
一

介
護
予
防

短
期
入
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活
介
護
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お
み
な
と

園

む
つ
市
大
湊
新
町

三
〇
の
一
〇
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･
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社
会
福
祉
法

人
三
恵
会

む
つ
市
大
畑
町
大

赤
川
二
九
の
四

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

く
ろ
も
り
の

郷

む
つ
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大
畑
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大
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二
九
の
四
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さ
く
ら
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十
和
田
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東
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町
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の
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〇
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さ
く
ら
荘
認

知
症
対
応
型

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
倉
石
中
市
字
新

山
平
六
四
の
一

〃

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

有
限
会
社

ア
ッ
プ
ル

調
剤
薬
局

有
限
会
社

ア
ッ
プ
ル

調
剤
薬
局

変
更
後

株
式
会
社

ア
ッ
プ
ル

ケ
ミ
ス
ト

弘
前
市
大
字

石
渡
一
丁
目

一
の
二
二

居
宅
療
養

管
理
指
導

ア
ッ
プ
ル

調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字

石
渡
一
丁
目

一
の
二
二

平
成
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�･

�
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青
森
県
告
示
第
三
百
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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変
更
前

北
津
軽
郡
板

柳
町
大
字
福

野
田
字
実
田

四
四
の
一

変
更
後

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

訪
問
介
護

セ
ー
フ
テ

ー
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス

北
津
軽
郡
板

柳
町
大
字
福

野
田
字
実
田

四
四
の
一

��

･

��･

�

変
更
前

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

変
更
後

株
式
会
社

光
仁
介
護

サ
ー
ビ
ス

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

〃

〃

〃

��･

�･

�

変
更
前

北
津
軽
郡
板

柳
町
大
字
福

野
田
字
実
田

四
四
の
一

変
更
後

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

福
祉
用
具

貸
与

ま
ち
だ
福

祉
用
具
貸

与

〃

��･

��･

�

変
更
前

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

変
更
後

株
式
会
社

光
仁
介
護

サ
ー
ビ
ス

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

〃

〃

〃
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�･

�

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

有
限
会
社

ア
ッ
プ
ル

調
剤
薬
局

有
限
会
社

ア
ッ
プ
ル

調
剤
薬
局

変
更
後

株
式
会
社

ア
ッ
プ
ル

ケ
ミ
ス
ト

弘
前
市
大
字

石
渡
一
丁
目

一
の
二
二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ア
ッ
プ
ル

調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字

石
渡
一
丁
目

一
の
二
二

平
成

��･

�･

�

変
更
前

北
津
軽
郡
板

柳
町
大
字
福

野
田
字
実
田

四
四
の
一

変
更
後

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

介
護
予
防

訪
問
介
護

セ
ー
フ
テ

ー
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス

北
津
軽
郡
板

柳
町
大
字
福

野
田
字
実
田

四
四
の
一

��･

��･

�

変
更
前

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

変
更
後

株
式
会
社

光
仁
介
護

サ
ー
ビ
ス

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

〃

〃

〃

��･

�･

�

変
更
前

北
津
軽
郡
板

柳
町
大
字
福

野
田
字
実
田

四
四
の
一

変
更
後

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ま
ち
だ
福

祉
用
具
貸

与

〃

��･

��･

�

変
更
前

有
限
会
社

光
仁
メ
デ

ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク

ト

変
更
後

株
式
会
社

光
仁
介
護

サ
ー
ビ
ス

青
森
市
大
字

羽
白
字
沢
田

四
五
の
四

〃

〃

〃

��･

�･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成21年５月７日 木曜日 第3080号 �

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
高

屋
字
本
宮
四
八

〇
の
四

変
更
後

株
式
会
社
大
与

弘
前
市
大
字
高

屋
字
本
宮
四
八

〇
の
四

株
式
会
社
大
与

居
宅
介
護
支
援

事
業
所

弘
前
市
大
字
茂

森
新
町
一
丁
目

一
の
二
七

平
成

��･

�･

��

変
更
前

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
福
野
田

字
実
田
四
四
の

一

変
更
後

有
限
会
社
光
仁

メ
デ
ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

青
森
市
大
字
羽

白
字
沢
田
四
五

の
四

有
限
会
社
光
仁

メ
デ
ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
福
野
田

字
実
田
四
四
の

一

��･

��･

�

変
更
前

有
限
会
社
光
仁

メ
デ
ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

変
更
後

〃

青
森
市
大
字
羽

白
字
沢
田
四
五

の
四

光
仁
ケ
ア
プ
ラ

ン
サ
ー
ビ
ス
板

柳

〃

��･

�･

�

変
更
前

有
限
会
社
光
仁

メ
デ
ィ
カ
ル
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

変
更
後

株
式
会
社
光
仁

介
護
サ
ー
ビ
ス

〃

光
仁
ケ
ア
プ
ラ

ン
サ
ー
ビ
ス
板

柳

〃

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
和
洋
会

平
川
市
大
坊
前
田

一
三
七
の
二

訪
問
介
護

浦
町
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

黒
石
市
浦
町
一
丁

目
八
二

平
成

��

･

�･

��

〃

〃

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

浦
町

〃

〃

〃

〃

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
サ
ン
ラ

イ
フ
浦
町

〃

〃

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
和
洋
会

平
川
市
大
坊
前
田

一
三
七
の
二

介
護
予
防

訪
問
介
護

浦
町
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

黒
石
市
浦
町
一
丁

目
八
二

平
成

��

･

�･

��

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

三
沢
市

二

事
業
の
種
類

(

仮
称)

堀
口
地
区
公
園
整
備
事
業

三

起
業
地

青 森 県 報�����	
�� �� 第3080号�

〃

〃

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

浦
町

〃

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
和
洋
会

平
川
市
大
坊
前
田
一
三

七
の
二

浦
町
居
宅
介

護
支
援
セ
ン

タ
ー

黒
石
市
浦
町
一
丁
目
八

二

平
成

��

･

�･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
緑
真
会

弘
前
市
大
字
浜
の

町
東
二
丁
目
八
の

九

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

致
遠
荘

弘
前
市
大
字
浜
の

町
東
二
丁
目
八
の

一
五

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
聖

誠
会

弘
前
市
大
字
新
町

一
五
一

訪
問
看
護

オ
リ
ー
ブ
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
鷹
匠

町
一
六

��

･

�･

��

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

医
療
法
人
聖

誠
会

弘
前
市
大
字
新
町

一
五
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

オ
リ
ー
ブ
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
鷹
匠

町
一
六

平
成

��

･

�･

��

� �
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１

収
用
の
部
分

青
森
県
三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

本
件
事
業
は
、
三
沢
市
の
堀
口
地
区
に
公
園
を
整
備
し
、
地
域
住
民
の
良
好
な
生
活
環
境
を

確
保
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る

｢

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公

園
の
用
に
供
す
る
施
設｣
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
お
い
て
防
衛
省
か
ら
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
る
な
ど
の
財
源

措
置
を
講
じ
て
お
り
、
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第

二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

三
沢
市
で
は
、
近
年
、
三
沢
基
地
周
辺
の
航
空
機
騒
音
区
域
・
振
動
規
制
区
域
か
ら
同
市
南

部
地
区
へ
集
団
移
転
が
行
わ
れ
て
お
り
、
同
地
区
に
お
い
て
道
路
、
水
道
、
排
水
施
設
な
ど
の

公
共
施
設
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ま
た
、
市
立
三
沢
病
院
も
中
心
市
街
地
か
ら
同
地
区
へ
移

転
す
る
予
定
で
あ
り
、
同
地
区
の
宅
地
化
は
今
後
も
進
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
同
地
区
は
、
街
区
公
園
が
少
な
く
、
近
隣
公
園
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
公
園
の
空

白
地
帯
と
な
っ
て
お
り
、
良
好
な
生
活
環
境
を
創
出
し
、
余
暇
を
楽
し
む
空
間
を
地
域
住
民
に

提
供
す
る
た
め
に
、
同
地
区
に
公
園
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
同
市
は
、

｢

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
対
策
大
綱｣

に
基
づ
き
、

太
平
洋
で
発
生
が
予
想
さ
れ
る
大
地
震
に
よ
る
津
波
に
備
え
、
重
点
的
な
防
災
対
策
が
必
要
と

さ
れ
る
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
市
中
心
部
に
は
市
行
政
面
積
の
約
五
分
の
一
を

占
め
る
米
軍
三
沢
基
地
、
三
沢
飛
行
場
及
び
三
沢
対
地
射
爆
撃
場
が
位
置
し
、
同
基
地
等
の
所

在
と
そ
の
運
用
は
、
市
民
生
活
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
市
で
は
、

地
震
・
津
波
等
の
自
然
災
害
や
市
街
地
で
の
航
空
機
事
故
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
災
害

や
事
故
の
発
生
時
に
一
次
避
難
地
と
し
て
緊
急
避
難
や
救
急
医
療
活
動
が
迅
速
に
行
え
、
か
つ
、

復
旧
・
復
興
物
資
の
中
継
基
地
と
な
る
防
災
拠
点
と
し
て
、
中
心
市
街
地
に
近
く
幹
線
道
路
に

近
接
し
た
場
所
に
防
災
機
能
を
有
し
た
公
園
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

本
件
事
業
は
、
公
園
の
空
白
地
帯
と
な
っ
て
い
る
同
地
区
の
同
市
大
字
三
沢
字
堀
口
地
内

(

通
称
・
山
形
開
墾
地
区)

に
公
園
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
良
好
な
生
活
環

境
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
移
転
後
の
同
病
院
と
連
携
し
て
被
災
者
支
援
や
緊
急
医
療
活
動
を

迅
速
に
行
え
る
よ
う
、
防
災
公
園
と
し
て
も
位
置
付
け
て
防
災
機
能
を
有
す
る
公
園
を
整
備
す

る
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
散
歩
・
日
光
浴
・
緑
地
浴
の
場
及
び
遊
び
・
運
動
・

交
流
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
同
病
院
の
患
者
の
リ
ハ
ビ
リ
・
療
養
・
見
舞
客
と
の
談

話
等
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
災
害
時
に
は
一
次
避
難
所
と
し
て
利
用
さ
れ
、
想
定
さ
れ
る
避
難
住
民
一
人
当
た
り

に
六
平
方
メ
ー
ト
ル
の
場
所
を
提
供
し
、
大
型
緊
急
車
両
の
通
行
及
び
同
病
院
と
の
連
携
に
配

慮
し
た
園
路
、
避
難
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
資
材
を
収
納
し
た
備
蓄
倉
庫
及
び
断
水
等
に
よ

り
公
衆
ト
イ
レ
が
使
用
不
能
と
な
る
場
合
を
想
定
し
た
仮
設
ト
イ
レ
を
完
備
し
、
ま
た
、
隣
接

す
る
同
病
院
敷
地
の
井
戸
水
を
飲
料
水
と
し
て
避
難
住
民
に
提
供
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
と

と
も
に
、
同
病
院
と
連
携
し
た
救
急
医
療
活
動
を
迅
速
に
行
え
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
公
園
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
活
性
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
と

と
も
に
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
公
共
の
利
益
は
存
す

る
と
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
る
周
辺
の
自
然
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
は

環
境
影
響
評
価
法

(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例

(

平
成

十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号)

に
定
め
ら
れ
た
対
象
事
業
に
該
当
せ
ず
、
文
化
財

保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の

種
の
保
存
に
関
す
る
法
律

(

平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号)

に
よ
る
文
化
財
及
び
保
護
の
た
め

特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
完

成
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

起
業
者
は
、
起
業
地
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

ア

事
業
に
必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
る
こ
と
。

イ

交
通
条
件
等
公
園
利
用
が
容
易
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

ウ

敷
地
造
成
が
容
易
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

エ

津
波
に
よ
る
水
害
等
の
災
害
の
恐
れ
が
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

オ

日
照
、
通
風
が
良
く
、
騒
音
が
な
い
な
ど
、
公
園
と
し
て
の
環
境
に
優
れ
て
い
る
こ
と
。

カ

隣
接
す
る
施
設
と
連
携
し
て
機
能
強
化
を
図
れ
る
こ
と
。

を
条
件
と
し
、
同
市
大
字
三
沢
字
堀
口
地
内
に
候
補
地
を
二
案

(

以
下

｢

第
一
案｣

、

｢

第
二

案｣

と
い
う
。)

、
同
市
大
字
三
沢
字
前
平
地
内
に
候
補
地
を
一
案

(

以
下

｢

第
三
案｣

と
い
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選
定
し
、
本
件
事
業
の
候
補
地
を
検
討
し
て
い
る
。

こ
の
三
案
は
、
い
ず
れ
も
事
業
に
必
要
な
面
積
が
確
保
で
き
、
交
通
の
利
便
性
が
高
く
、
日

照
、
通
風
が
よ
く
騒
音
が
な
い
な
ど
、
公
園
を
整
備
す
る
環
境
と
し
て
優
れ
て
い
る
。

こ
の
三
案
の
検
討
に
お
い
て
、
本
件
申
請
案
で
あ
る
第
一
案
は
、
現
況
は
畑
地
で
あ
り
、
支

障
物
件
と
し
て
立
木
が
あ
る
。
周
囲
は
、
南
側
に
市
立
三
沢
病
院
が
移
転
さ
れ
る
以
外
は
畑
地

で
あ
る
が
、
今
後
は
宅
地
と
し
て
整
備
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
敷
地
が
平
坦
な
畑
地
で
あ
る

こ
と
か
ら
造
成
期
間
が
短
期
間
で
済
み
、
幹
線
道
路
に
直
接
接
し
て
い
な
い
た
め
地
価
が
安
く
、

経
済
的
に
有
利
で
あ
る
。

ま
た
、
隣
接
す
る
防
災
機
能
を
有
し
た
同
病
院
か
ら
飲
料
水
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
り
貯
水

槽
の
整
備
費
を
削
減
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
、
病
院
が
隣
接
す
る
こ
と
に
よ
り
災

害
時
の
避
難
者
に
と
っ
て
迅
速
な
医
療
行
為
が
可
能
と
な
り
、
防
災
公
園
と
し
て
優
れ
た
効
果

が
期
待
で
き
る
。

第
二
案
は
、
現
況
は
水
田
で
あ
り
、
支
障
物
件
は
な
い
。
周
囲
は
水
田
で
あ
る
が
、
今
後
は

宅
地
と
し
て
整
備
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
敷
地
が
水
田
で
あ
る
こ
と
や
周
辺
道
路
よ
り
も
低

い
こ
と
か
ら
、
軟
弱
地
盤
対
策
工
を
含
む
盛
土
工
事
が
必
要
と
な
る
た
め
造
成
に
期
間
を
要
す

る
と
と
も
に
費
用
が
嵩
む
と
い
う
課
題
が
あ
り
、
県
道
に
接
し
て
い
る
た
め
地
価
が
高
く
経
済

的
に
不
利
で
あ
り
、
防
災
公
園
と
し
て
整
備
す
る
た
め
耐
震
性
貯
水
槽

(

約
十
五
ト
ン)

の
整

備
も
必
要
と
な
る
。

第
三
案
は
、
現
況
は
畑
地
・
雑
木
林
・
宅
地
で
あ
り
、
支
障
物
件
と
し
て
立
木
と
建
物
が
あ

る
。
周
囲
は
宅
地
開
発
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
敷
地
が
平
坦
な
畑
地
や
宅
地
で
あ
る
こ
と
か
ら

造
成
期
間
が
短
期
間
で
す
む
が
、
市
道
に
接
し
て
い
る
た
め
地
価
が
高
く
経
済
的
に
不
利
で
あ

り
、
第
二
案
と
同
様
に
耐
震
性
貯
水
槽
の
整
備
も
必
要
と
な
る
。

よ
っ
て
、
本
件
申
請
案
で
あ
る
第
一
案
は
、
三
案
中
、
環
境
的
・
機
能
的
・
経
済
的
に
最
も

優
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し

た
結
果
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
地
域
住
民
の
生
活
に
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、

出
来
る
限
り
早
期
に
発
揮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
本
件
事
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
を
実
現
す

る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
の
範
囲
で
あ
り
、
さ
ら
に
起
業
地
の
収
用
の
範
囲
は
一
時
的
利
用
に

供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用
の
手
段
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
の
手
段
を
講
じ
る
こ

と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

三
沢
市
役
所
建
設
部
都
市
整
備
課

公

告

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
社
団
法
人
む
つ
市
脇
野
沢
農
業
振
興
公
社
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
地
売
買
等
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い

う
。)

研
修
等
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

青 森 県 報�����	
�� �� 第3080号�� �



� �青 森 県 報平成21年５月７日 木曜日 第3080号 �� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


